
タレントの清水国明さんが、
県内外の仲間と共に、トレー
ラーハウスの仮設住宅に
デッキとスロープを製作し
ました！談話室入り口には、
チェンソーアートで作った
「笑顔熊」を設置しました。

志賀中学校の２年生 111人が立志式を行い、二十歳の

自分に宛てた手紙をタイムカプセルに投入しました。

講演会では、元プロサッカー選手の廣井友信氏が登壇。

復興支援活動の一環として

サッカー教室を開き、生徒

に競技の魅力を伝えました。

志賀小学校の企画委員が、和歌山県の九度山小学校の生徒とオンラインで交流しました。志賀町は「ころ柿の里 しか」、九度山町は「柿の郷 くどやま」と、双方の道の駅が姉妹駅協定を結んで
いる縁で、九度山小から心温ま
る応援メッセージをもらい、
感謝の気持ちを伝えました。

２月10日㈯

避難所の稗造防災センターで、フレイル予防のための簡単な体操を、町外支援者と共に実施しました。

２月６日㈫

熊野交流センター避難所で、高浜理容組合の江下敏
満さん、江下達也さんが散髪ボランティアを実施。
５人の男女に対して、カットと襟剃りを行いました。
「さっぱりした、スッキリした」と笑顔が見られました！

２月1日㈭

２月14日㈬

２月14日㈬
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【被害状況】　　　　　　　　　　  
■人的被害：軽傷者 94 人（程度不明含む） 
　重傷者 7 人　死亡２人　合計 103 人

■火災： 今のところなし
■水道：545 戸で断水
　　　　  約 8,255 戸通水（93.8％）

【避難状況】　　　　　　　　　　  
■避難所数・避難者数
　指定避難所 　８ 箇所開設　避難者 429 人
　自主避難所 　10 箇所　避難者 116 人
　福祉避難所 　２ 箇所開設　 17 人

　　　　　　　　　　合計  20 箇所  562 人

■ 1.5 次避難
　（いしかわ総合スポーツセンター、石川県産業
展示館２号館、小松総合体育館への 1.5 次避難）

　 避難済 7 人

■２次避難
　避難済 76 人

■避難指示
　 楚和・灯、入釜、鵜野屋、地保、切留区に対し、
　警戒レベル４避難指示を発令中

【住民生活支援】　　　　　　　　  
■ブルーシート配布
　本庁、支所で配布 （9:00 ～ 17:00）
 　※ブルーシートが無くなり次第終了
 　※供給状況によっては中止

■医療
 　町立富来病院・志賀クリニックで
 　外来診療全科再開
 　JMAT、日赤チームなどで避難所の巡回
 　医療用コンテナ、プレハブを設置

  志賀町での被害・避難等状況（報道発表資料）　　　　　２月20日現在

【指定避難所一覧】

施設名 水道 電気 避難
者数

志賀町地域交流センター（西山台） 〇 〇 30人

総合体育館　1/2  閉鎖

武道館　1/2  閉鎖

文化ホール 〇 〇 43人

保健センター　1/4  閉鎖

志賀小学校　1/18  閉鎖

志賀高校　１/2  閉鎖

旧土田小学校 △
一部可 〇 16人

下甘田防災センター（旧保育園）    2/5  閉鎖

やすらぎ莊　2/5  閉鎖

福浦工芸工房（旧福浦小学校） 2/10  閉鎖

富来活性化センター 〇 〇 174人

富来防災センター（旧富来小学校） 〇 〇 53人

稗造防災センター 〇 〇 39人

西浦防災センター × 〇 29人

熊野交流センター　2/13  閉鎖

富来中学校　1/19  閉鎖

富来小学校　1/30  閉鎖

領家町コミュニティセンター 〇 〇 45人

合計 429人

■断水による温浴施設【町民対象】
　当面の間、３箇所で浴場を開設

①アクアパーク シ・オン（10:00 ～ 21:00）
　※整理券不要。断水などで風呂が使用できない町民対象。
　　上記以外の人は有料（550 円）で入浴可。

②富来Ｂ＆Ｇ海洋センターフレア自衛隊仮設浴場
　　　　　　　　　　　　　　　（14:00 ～ 20:00）
　※フレア内浴場・シャワーブース利用可。（㊐は休み）

③熊野交流センター自衛隊仮設浴場（14:00 ～ 21:30）
　※天候により休止する場合があります。

令和６年能登半島地震

【避難所の富来活性化センター】
皆で励まし合いながら、明るく過ごしています。
県外の応援隊員や全国から届いた支援物資に感謝。



被害を受けた住宅に関する支援　
志賀町で被災した人

( 自宅、避難所、1.5 次避難所、2次避難所 (ホテル旅館 )、親族・友人宅など )

一部損壊
全壊 全壊半壊・準半壊 半壊
大・中規模半壊 大・中規模半壊被害を受けているが、

修理すれば居住可能なもの

被害が大きく居住できない
※住宅の解体が必要

準半壊程度

1 2 3 4 5
自己
負担
により
修理

緊急修理制度
( ブルーシート

の展張など )
※り災証明書は不要

自宅
(修理 ) 原則 2年間の供与

県営住宅等受付中
町営住宅は被災のため、
現在受付停止中

応急修理制度
（ 日常生活で必要な

修理 ）

応急仮設住宅
(建設型 )

第 2次受付募集期間
R6.2.28 ～ R6.3.13

賃貸型応急住宅
(民間の賃貸住宅 ) 公営住宅

( 受付中 ) ( 受付中 ) ( 受付中 ) ( 受付中 )

　　　　の住宅に入居されても、　　に住み替えが可能です。

現
在
の
状
況

住
宅
の
被
害

住
宅
の
支
援 4 5 3

り災証明書の発行（志賀町役場　税務課から発行されます）

応急修理制度 ※申請：り災証明書 

　被災した住宅の屋根、外壁、居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の
　部分の応急的な修理工事が対象

　　　 【全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の住宅が対象】 70万６千円 以内

被災した住宅の屋根や外壁などに対してブルーシートを展張するなど、緊急的な修理工事が対象

1 世帯 上限５万円

対象となる工事 ①屋根などに被害を受け、雨漏りのおそれがある住家へのブルーシートの展張など

※地震以前から住んでいた住宅が対象で、納屋、車庫、空家は対象外です。
※原則着工前に申請が必要ですが、早急に修理が必要な場合は、必ず施工前、施工中、施工後の写真
を撮影してください。写真がない場合、補助の対象とならない場合があります。
※業者へ工事代金の支払いをしないでください。支払いが完了してしまうと、制度を利用することが

と
も
に できません。町が施工業者に直接工事代金を支払う制度です。

※限度額を超える部分は、自己負担となります。
{

1 世帯

緊急修理

応急修理

２
１

１ 緊急修理制度 ※申請：り災証明書 不要

完了期限 令和６年２月29日㊍⇒令和６年３月31日㊐　延長しました
②損傷を受けた住宅の外壁や窓ガラスへのブルーシートやベニヤ板などによる簡易補修

① 屋根、柱、床、外壁、基礎など
② ドア、窓などの開口部
③ 上下水道、電気、ガスなどの配管、配線
④ 衛生設備

対象外の工事 内装のみの補修や家電の取換、元の設備をグレードアップするような工事
完了期限    令和６年12月31日㊋

２　 

【準半壊の住宅が対象】 34万３千円 以内
   居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な部分および日常生活に欠くことの
できない破損箇所（土台、床、壁、窓、戸、天井、屋根など）に限られる。

対象となる工事 
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自宅で居住できなくなった人への一時的な住まいとして、民間の賃貸物件を無償（上限あり）で使用できます。

入居対象 ①住宅が全壊した人
②半壊以上であり、やむを得ず住宅を解体する人
③応急修理制度を利用し、住宅を修理する際、修理に１カ月以上要すると
   見込まれる人（令和６年１月１日から最長６カ月）

※上記の家賃を超過する物件は借りることができません。
※入居する地域によって上記の金額が異なる場合があります。詳細は石川県、志賀町のホームページを
　確認してください。

( 接続番号 :388006)

　　　　　　　   　　　　　　対象期間：居住から原則２年、光熱水費：自己負担

賃貸型応急住宅

４ 賃貸型応急住宅（みなし仮設）の提供

（まち整備課内）☎ 070-1523-8403または☎ 080-7359-8554（ 当面の間 ㊏㊐㊗対応）
ワンストップ窓口：役場本庁舎町民ホール、富来活性化センター町民大ホール（９:00 ～ 17:00）

【  1   2  3   4  の申込提出先】

３■ 応急仮設住宅（建設型）　
　地震により住家に被害を受けた被災者のうち、自らの資力
では住宅を確保することができない人に対し、プレハブ住宅
などを建設し、一時的な居住の安定を図るものです。

入居対象   ・住宅が全壊した人
・半壊以上であり、やむを得ず住宅を解体する人
・応急修理制度を利用し、住宅を修理する際、
　修理に１カ月以上要すると見込まれる人
（令和６年１月１日から最長６カ月）
⇒新たに追加されました

⑤旧堀松保育園（堀松辰45-1）

※①旧 JA 志賀富来支店駐車場、②県立富来健民ホッケー競技場、
③富来湾漁協倉庫跡地

　　  　　　　　　　　　　　　対象期間：居住から原則２年、光熱水費：自己負担

④旧 富来小学校運動場

⑤旧堀松保育園

プレハブ住宅

⇒プレハブ住宅（1DK 10戸,2DK 10戸,3K 4戸）　
　計 24戸(予定)

上記の①～③の受付はすでに終了いたしました。
第１次受付にて決定案内がなかった人は、引き続き第２次以降の申込者
とさせていただきます。

募集期間 第2次受付　2月28日㊌～3月13日㊌

3

対象物件   【石川県内 ※下記２市町を除く】
２人以下の世帯６万円以下、３～４人の世帯８万円以下、５人以上の世帯 11 万円以下
 【金沢市、野々市市】
１人の世帯６万円以下、2人の世帯８万円以下、３～４人の世帯10万円以下、５人以上の世帯 12万円以下

これまでの申込のニーズ調査などをもとに下記のような仮設住宅を追加予定

追加予定地                                 ： 　 ④旧 富来小学校運動場（富来高田2-41）
⇒プレハブ住宅（1DK 30戸,2DK 30戸,3K 16戸）
　計 76戸(予定)

建設型応急仮設住宅

［対象人数：1DK 1人、2DK 2~3人、3K 4人以上］

木造住宅(長屋) 

※写真はイメージです。


